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市報むらかみ お知らせ版

スマホでいつでもどこでも「市報むらかみ」が見られる
「マチイロ」アプリを右のＱＲコードからダウンロード！

やさしさと輝きに満ちた笑顔のまち村上
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5 15.

職　種 受験資格
（それぞれ同等の資格を有する人を含む） 第１次試験

採用予定人員
事務職
（上級）

平成３年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた人で、�
大学以上の学校を卒業した人
（令和３年３月卒業見込みの人を含む） と　き　７月12日㈰

ところ（�予定）�
村上市役所

３人程度
保健師 昭和61年４月２日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人

（令和３年３月末までに取得見込みの人を含む）３人程度
保育士 平成３年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格を有する人

（令和３年３月末までに取得見込みの人を含む）１人程度

■申し込み　５月15日㈮～６月15日㈪の間に総務課人事管理室に申込書を提出してください。
　※�受験案内、申込書は総務課人事管理室および各支所地域振興課総務管理室で配布します。
また、市ホームページからもダウンロードできます

　※�事務職（初級）、事務職（経験者ＵＩＪターン枠）および消防職（初級）の採用試験に�
ついては、市報むらかみ７月１日号でお知らせする予定です

問 �申 �総務課人事管理室（市役所本庁☎内線3120～3122）

村上市職員募集（令和３年４月採用）

お
知
ら
せ

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
違
反
対
象

物
公
表
制
度
を
開
始
し
ま
し
た

●�

公
表
制
度
と
は

　

�　
施
設
の
利
用
者
が
、
自
ら
そ
の
建

物
の
防
火
安
全
に
関
す
る
情
報
を
入

手
し
、
利
用
の
選
択
判
断
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
重
大
な
消
防
法
令

違
反
の
あ
る
建
物
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
ま
す
。

●�

対
象
と
な
る
建
物

　

�　
飲
食
店
、
店
舗
、
ホ
テ
ル
な
ど
の

不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
す
る
建
物

や
病
院
、
社
会
福
祉
施
設
な
ど
、
避
難

が
困
難
な
人
が
利
用
す
る
建
物
で
す
。

●�

公
表
の
対
象
と
な
る
違
反

　

�　
消
防
法
令
で
設
置
す
る
義
務
が
あ

る
屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
ま
た
は
自
動
火
災
報
知
設

備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
建
物
。

●�

公
表
す
る
内
容

　

�　
建
物
の
名
称
・
所
在
地
、
違
反
の

内
容
。

問��

消
防
本
部
予
防
課
予
防
係�

�

（
☎
53
‐
７
２
２
２
）

市
職
員
は
５
月
15
日
㈮
か
ら
９
月

末
ま
で
の
間
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
で
業
務

を
行
い
ま
す

　

市
で
は
環
境
対
策
な
ど
を
目
的
に

冷
房
の
使
用
を
控
え
、
ノ
ー
ネ
ク
タ

イ
で
業
務
を
行
い
ま
す
。
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問��

総
務
課
人
事
管
理
室�

�

（
市
役
所
本
庁
☎
内
線
３
１
２
０
）

松
く
い
虫
防
除
作
業
を
実
施
し
ま
す

　

作
業
当
日
は
、
作
業
す
る
松
林
内

へ
の
立
ち
入
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
作
業
は
早
朝
か
ら
行
い
、

通
勤
や
通
学
、
近
隣
住
民
の
皆
さ
ん

の
生
活
に
支
障
が
出
な
い
よ
う
細
心

の
注
意
を
払
い
ま
す
。

●�

実
施
期
間�

�

５
月
下
旬
〜
６
月
中
旬

●�

実
施
場
所�

�

市
内
の
海
岸
付
近
の
松
林
な
ど

●�

そ
の
他
　
安
全
管
理
上
、
一
部
の

箇
所
に
お
い
て
周
辺
道
路
の
一
時

通
行
止
め
を
行
い
ま
す
。

問��

農
林
水
産
課
林
業
水
産
振
興
室

（
市
役
所
本
庁
☎
内
線
３
５
２
２
）

児
童
手
当
振
込
日
は 

 
 

６
月
３
日
㈬
で
す

　

児
童
手
当
６
月
期（
２
〜
５
月
分
）

支
払
い
の
振
込
日
は
、
６
月
３
日
㈬

で
す
。

問��

こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
室�

�

（
市
役
所
本
庁
☎
内
線
２
５
５
３
）
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〈有料広告〉 〈有料広告〉

５月31日は世界禁煙デー
５月31日～６月６日は禁煙週間です
　たばこは吸っている本人だけでなく、周囲の人の健
康にも大きな影響を与えます。
　今年の４月１日から、望まない受動喫煙の防止を図
るため、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行
され、２人以上が利用する全ての施設は原則屋内禁煙
となりました。（一定の基準を満たす場合は喫煙室を設
置することができますが、届出が必要となる場合があ
ります）
　また、20歳未満の人は喫煙可能な施設や喫煙室に立
ち入れなくなり、喫煙可能な場所で喫煙する際も、望
まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮
しなければなりません。
　たばこを吸う人も吸わない人も、
望まない受動喫煙を防ぎましょう。
問 ��村上地域振興局健康福祉部（村上保健所）��
地域保健課（☎53−8368）

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
に 

 
 

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

　

戦
没
者
な
ど
の
尊
い
犠
牲
に
思
い

を
い
た
し
、
国
と
し
て
改
め
て
弔
慰

を
表
す
た
め
、
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●�

支
給
内
容
　
額
面
25
万
円

　
（
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

　

※�

令
和
３
年
４
月
か
ら
毎
年
１

回
、
５
万
円
ず
つ
支
払
い
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す　

●�

請
求
方
法
　
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
人
に
、
６
月
中
旬
か
ら
申
請
書

を
順
次
送
付
す
る
予
定
で
す
。
な

お
、
窓
口
の
混
雑
を
緩
和
す
る
た

め
、
案
内
文
書
に
記
載
さ
れ
た
提

出
日
に
、
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

地
域
振
興
課
地
域
福
祉
室
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い

問��
福
祉
課
福
祉
政
策
室
（
市
役
所

本
庁
☎
内
線
２
３
２
０
）ま
た
は

各
支
所
地
域
振
興
課
地
域
福
祉
室

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
と
な
っ
た
人
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
収
入
源
と
な
る
業
務
の
喪
失

や
売
り
上
げ
の
減
少
に
よ
り
、
所
得

が
相
当
程
度
ま
で
下
が
っ
た
場
合
は
、

臨
時
特
例
措
置
と
し
て
、
国
民
年
金

保
険
料
の
免
除
申
請
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
。申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問��

新
発
田
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

（
☎
０
２
５
４
‐
23
‐
２
１
２
０
）

市
民
課
市
民
年
金
室
（
市
役
所
本

庁
☎
内
線
２
２
１
１
）

も
よ
お
し

高
校
生
が
育
て
た
鉢
花
を 

 
 

購
入
し
ま
せ
ん
か

　

村
上
桜
ヶ
丘
高
校
で
は
、
教
育
活

動
の
一
環
と
し
て
生
徒
が
育
て
た
鉢

花
を
地
域
の
皆
さ
ん
に
購
入
し
て
も

ら
う
た
め
、
生
徒
自
身
が
地
域
に
出

て
販
売
実
習
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

地
域
へ
出
向
い
た
販
売
実
習
は
行
わ

ず
、
高
校
敷
地
内
で
販
売
を
行
っ
て

い
ま
す
。

●�

と
き
　
毎
週
月
〜
金
曜
日

　

▼
午
前
９
時
〜
正
午

　

▼
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
45
分

　

※
祝
日
を
除
く

●�

と
こ
ろ
　
村
上
桜
ヶ
丘
高
校　

農

場
（
草
花
温
室
）

問��
村
上
桜
ヶ
丘
高
校　

農
業
科�

�
（
近
藤
☎
52
‐
５
３
４
６
）

6 月の
心配ごと
相談日

と　こ　ろ 相　談　日 相談時間 問い合わせ
村上
地域

市役所本庁�
２階福祉課相談室

３日㈬・10日㈬・17日㈬・
24日㈬

午前10時～正午�
午後１時～３時

社会福祉協議会
　生活支援課　☎62−7756
　村上支所　　☎53−3467�
　荒川支所　　☎50−5120�
　神林支所　　☎60−1888�
　朝日支所　　☎75−5650�
　山北支所　　☎77−3283

荒川
地域

荒川支所�
３階第３会議室 10日㈬ 午前10時～

　　　午後３時

神林
地域

神林支所�
１階第２会議室

１日㈪・８日㈪・15日㈪・
22日㈪・29日㈪

午前10時～
　　　午後３時

朝日
地域

朝日支所�
１階相談室

３日㈬・10日㈬・17日㈬・
24日㈬

午前10時～正午�
午後１時～３時

山北
地域 ゆり花会館 16日㈫ 午前９時～正午
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家族葬ホールもございます（20名まで）

〈有料広告〉 〈有料広告〉

　健診やがん検診、乳幼児健診については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部休止や延期として
います。日程が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。
　また、今号で掲載している各種相談などについても、中止または延期する場合がありますので、参加
する際はお問い合わせください。

相 談 日 と こ ろ
定員・その他 予約・問い合わせ

相談時間 申し込み

県弁護士会
法律相談

毎週火曜日�
（祝日・お盆・年末年始を除く）

新潟県弁護士会法律相談センター�
村上相談所（神林支所３階）

定　員：各日５人
相談料：30分　5,500円
※�市内在住の人で市発行の法律相談
紹介状（チケット）を持参した場
合は無料です。また、各種制度に
より相談料が無料となる場合があ
ります。詳しくはお問い合わせく
ださい

新潟県弁護士会
　☎025−222−5533
法律相談紹介状（チケット）
市民課生活人権室
　☎53−2111（内線2232）午前10時15分～午後０時45分�

（１人30分間）
相談日の前日午後４時までに�

予約が必要です。

県弁護士会
交通事故相談

毎週火曜日�
（祝日・お盆・年末年始を除く）

新潟県弁護士会法律相談センター�
村上相談所（神林支所３階） 定　員：各日５人

相談料：無料（１人５回まで）
新潟県弁護士会
　☎025−222−5533

午後１時45分～４時15分�
（１人30分間）

相談日の前日午後４時までに�
予約が必要です。

出張年金相談
10日㈬・24日㈬ 市役所本庁５階第５会議室

直接、新発田年金事務所へ申
し込んでください。

新発田年金事務所
　☎0254−23−2128

午前10時～午後３時 相談日の前日までに�
連絡してください。

生活習慣病
相談会

２日㈫ 市役所本庁２階福祉課相談室

保健師または栄養士が相談に
応じます。お気軽にご相談く
ださい。

保健医療課健康支援室
　☎53−2111（内線2441）

午前９時30分～11時30分 相談日の前日までに�
連絡してください。

こころと身体の�
何でも相談

16日㈫ 市役所本庁２階福祉課相談室

午前９時30分～11時30分 相談日の前日までに�
連絡してください。

高齢者の�
総合相談

毎週月～金曜日 市役所本庁または各支所 保健師または社会福祉士など
が相談に応じます。お気軽に
ご相談ください。

地域包括支援センター
　☎53−2111（内線3432）�
または各支所地域振興課地
域福祉室午前８時30分～午後５時15分 相談日の３日前までに�

連絡してください。

司法書士による�
無料法律相談

18日㈭ 市役所本庁２階市民課相談室

５人 司法書士会村上地区事務局�
　☎53−5470午後１時30分～４時�

（１人30分間）
相談日の一週間前までに�
予約が必要です。

若者の就労に�
関する相談

毎週月～金曜日�
（祝日・第２金曜日を除く）

瀬波地域コミュニティ�
センター２階 対　象：�15 ～49歳までの�

お仕事をしていない人

相談料：無料

下越地域若者サポートステー
ション　村上常設サテライト
　☎50−1553

午前10時～午後５時 相談日の前日までに�
連絡してください。

6月の各種相談 一人で悩まないで、
まずは相談してみて。
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

　これから本格的な出水期を迎えるにあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、
市では自然災害時に開設する避難所内で、十分な換気やスペースの確保、消毒の徹底などを実施し、
可能な限り避難所の衛生環境の確保に努めます。
　しかし、自宅で確実に安全確保が可能な場合は、多くの避難者が集まる避難所に行く必要がないため、
事前に自分の避難行動について検討することが大切です。
　避難所を必要としている人を適切に受け入れられるよう、ご協力をお願いします。

○自分の住んでいる場所は避難の必要がある場所なのかを事前にハザードマップで確認しましょう
○安全な地域に住んでいる親戚や友人の家などへ避難を行い、安全を確保することも検討しましょう
○避難所に行く際は、マスクを着用し、手持ちのマスクと体温計を持参しましょう
○熱や咳などの症状がある人は、受付時に申し出てください
○避難所内では、うがい、手洗い、咳エチケットなどの基本的な対策を徹底しましょう
○�発熱、咳などの症状が出た人のために専用スペースの確保を行いますので、ご協力を�
お願いします

問 �総務課危機管理室（市役所本庁☎内線3140～3142）

　村上市国民健康保険加入者が新型コロナウイルス
感染症に感染した場合や感染が疑われる場合、その
療養のために仕事を休んだ期間（一定の要件を満た
した場合に限ります）の傷病手当金を支給します。

対 象 者　�村上市国民健康保険加入者のうち、勤
務先から給与などの支払いを受けてい
る被保険者で、新型コロナウイルス感
染症に感染した場合、または発熱など
の症状があり感染が疑われる場合で仕
事に就くことができなかった人

支給要件　�仕事に就くことができなくなった日か
ら起算して３日を経過した日から仕事
を休んだ期間

支 給 額　�直近の３カ月間の給与収入合計額÷就
労日数×２/３×支給対象となる日数

適用期間　�令和２年１月１日から９月30日までの
間で療養のため仕事に就くことができ
ない期間� �
※�ただし、入院が継続するような場合など
は最長１年６カ月まで

問 �保健医療課国保室� �
（市役所本庁☎内線2410～2413）

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減
少などが見込まれ、それぞれの基準に該当する場合
は、申請により保険税（料）の全部または一部を減
免します。

減免の対象となる保険税（料）
　令和元年度および令和２年度分で、納期限が令和
２年２月１日から令和３年３月31日までのもの（す
でに納付された保険税（料）についても対象となる
場合があります）

減免基準
　１　�新型コロナウイルス感染症により主たる生計

維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った
場合

　２　�主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不
動産収入、山林収入のいずれかが前年に比べ
３割以上減少する見込みの場合

　※２については所得制限があります

減免額の算定
　前年の合計所得金額に応じて対象保険税（料）額
の全部または一部を減免します
問 �税務課保険税係� �
（市役所本庁☎内線2151、2152）

災害時の避難所における新型コロナウイルス感染症への対応

国民健康保険 傷病手当金を支給します 国民健康保険税・介護保険料を減免します

　市報むらかみお知らせ版で毎号掲載していました「お知らせカレンダー」につきましては、新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせを優先するため、当分の間、掲載を見送ることといたしました。


